
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚届記載例 

・離婚届を提出しても住所は 

変わりません。 

・住所の変更がある時は、住民

異動届を執務時間内に提出し

てください。（市外から転入す

る方は、前住所地の転出証明

書が必要です。） 

・婚姻前の氏に戻る場合は、婚姻

前の戸籍に戻るか、自分で新

しく戸籍をつくるかを選んで

記入してください。 

・離婚後も婚姻中と同じ氏を称

する場合は、この欄は記入せ

ず離婚届と同時に【離婚の際

に称していた氏を称する届】

を提出してください。 

（離婚届を提出し婚姻前の氏に

戻った場合も、離婚成立後３

か月以内に【離婚の際に称し

ていた氏を称する届】を提出

すれば婚姻中と同じ氏を称す

ることができます。） 

・未成年の子どもがいるとき

は、親権者をどちらにするか

を決めて子の氏名を記入し

てください。 

・※親権を決めても子どもの

戸籍は変わりません。 

子どもの戸籍を変えたい場

合は、離婚届出の後に、住所

地の家庭裁判所で『子の氏変

更』の許可を得て、【入籍届】

を提出してください。 

 

・必ず本人が署名してください。 

・押印は任意です。押印する場合は夫婦で別々の印鑑を押して

ください。 

・協議離婚の場合、証人は必ず成人２人の署名が必要です。押印は任意です。 

・裁判所による調停・審判・判決で離婚する場合は、証人は不要です。 

該当する子がいる場合は、 

必ずしるしをつけてください。 

【お問い合わせ】 

明石市役所市民課戸籍係 直通 （０７８）９１８－５０７９ 

＜持参するもの＞ 

・離婚届書 １通 

・届書に押した夫と妻の印鑑（押印した場合） 

・調停調書のとう本や審判書又は判決書のとう本及び確定証明書 
（裁判所による調停・審判・判決で離婚する場合） 

・持参者の身分証明書 

（運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住基カード・保険証など） 

明
石 

明石 

朝
霧 

人
丸 

✓ 

✓ 

△△マンション７０１号 

フ リ ガ ナ 

フリガナ 


